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　８
月
１
日
㈫
以
降
も
、
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療

で
認
定
証
を
必
要
と
す
る
人
は
、
更
新
の
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。
更
新
期
間
は
７
月
３
日
㈪
か
ら
８

月
31
日
㈭
ま
で
で
す
。

　手
続
き
後
、
窓
口
で
即
日
交
付
し
ま
す
が
、
国
保

税
の
納
付
確
認
が
で
き
な
い
場
合
や
、
転
入
者
で
課

税
状
況
が
不
明
な
ど
の
場
合
は
、
８
月
中
旬
以
降
の

　病
気
や
失
業
な
ど
の
経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
所
得
に
応
じ
て

保
険
料
の
全
額
も
し
く
は
一
部
が
免
除
に
な
る
、
保

険
料
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
に
該

当
す
る
と
、
承
認
さ
れ
た
期
間
（
一
部
免
除
は
残
り

の
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
）
は
、
老
後
に
受
け
取

る
老
齢
年
金
の
受
給
資
格
期
間
の
判
定
、
障
害
年
金

や
遺
族
年
金
な
ど
の
納
付
要
件
を
判
定
す
る
際
に
、

納
付
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

　保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
老
齢
年

金
は
も
ち
ろ
ん
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
受
け
ら

れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
納
付
が
困
難
だ
と

思
わ
れ
る
人
は
、
国
保
ね
ん
き
ん
課
ま
で
相
談
く
だ

さ
い
。

　な
お
、
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、
老
齢
年
金
の
額
を

計
算
す
る
際
に
、
全
額
納
め
た
と
き
に
比
べ
て
減
額

さ
れ
ま
す
が
、
追
納
制
度
を
利
用
す
る
と
、
満
額
の

年
金
額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。追
納
と
は
、

免
除
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
を
10
年
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　熊本地震の被災により保険料の納付が困難であると
きには、災害による特例免除を受けられる場合があり
ます。
 詳しくは八代年金事務所☎３５- ６１４３まで問い
合わせください。

郵
送
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

更
新
の
条
件

①�

�70
歳
未
満
の
人
で
、
８
月
１
日
現
在
で
国
保
税
の

未
納
が
な
い
世
帯
の
人
（
納
付
期
限
が
７
月
31
日

㈪
ま
で
の
国
保
税
）

　・�

納
付
書
で
窓
口
納
付
の
世
帯
の
人
は
、
７
月
中

旬
に
納
付
書
が
届
き
ま
す
の
で
、
７
月
納
期
分

を
納
め
て
か
ら
、
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　・�

口
座
振
替
の
世
帯
の
人
は
、
こ
れ
ま
で
の
納
付

状
況
に
よ
っ
て
、
後
日
送
付
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　・�

70
歳
未
満
の
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
国
保
税

の
滞
納
が
あ
る
世
帯
の
人
に
は
、「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
が
、
入
院
中

の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
る
「
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
は
交
付
で
き
ま
す
。

②
70
歳
～
74
歳
の
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

※�

平
成
28
年
分
の
市
民
税
未
申
告
の
人
は
、
上
位
所
得
世
帯

の
限
度
額
適
用
区
分
で
交
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
事
前
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
、
入
院
ま
た
は
高
額
な

外
来
診
療
を
受
け
る
場
合
に
は
、「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
の
交
付
を
受
け
医
療
機
関
な
ど
に
提
示
す
る

と
、
窓
口
で
の
支
払
い
が
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担

限
度
額
以
内
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
国
保
税
の
滞

納
が
あ
る
場
合
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。（
※
特
別
な

事
情
が
あ
る
場
合
は
、
相
談
く
だ
さ
い
。）

　ま
た
、
70
歳
か
ら
74
歳
の
人
に
限
っ
て
は
、
市
民

税
非
課
税
世
帯
の
人
が
交
付
対
象
に
な
り
ま
す
。

　70
歳
未
満
の
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
国
保
税
の

滞
納
が
あ
る
世
帯
の
人
に
は
、「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
が
、
入
院
中
の
食
事
代
が

減
額
さ
れ
る
「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
は
交
付

で
き
ま
す
。

　な
お
、
認
定
証
は
申
請
日
の
前
月
以
前
の
適
用
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
申
請
に
必
要
な
も
の

　・
認
め
印

　・
保
険
証

　・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

　・�

直
近
に
納
め
た
国
保
税
領
収
書
（
口
座
振
替
・

特
別
徴
収
以
外
の
人
）

国  

民 

年 

金

有
効
期
限
が
７
月
31
日
の

　
　
　
　
　
　認
定
証
は
更
新
を

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　
　免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
る
と
き

　本市の国民健康保険に加入され
ている人で、健康相談が必要だと
思われる人を対象に、保健師が健
康相談のために自宅へ訪問します。
医療機関の受診の仕
方や日常生活での健
康管理について相談
ください。

平成 29 年度の国民年金保険料…月額 16,490 円
（平成29年７月現在）

※１：�4 分の 3免除、半額免除、4分の１免除については、納付すべき
月額を納めないと未納扱いになります。

※2：�平成 28年 7月分から、対象年齢が 30歳未満から 50歳未満に拡
大されました。

保健師が健康相談に
訪問します

免除の種類 所得判定対象者 納付すべき
月額 ※ 1

全額免除 本人・配偶者・世帯主 0円

4分の 3免除 本人・配偶者・世帯主 4,120 円

半額免除 本人・配偶者・世帯主 8,250 円

4分の 1免除 本人・配偶者・世帯主 12,370 円

納付猶予　※ 2 本人・配偶者 0円

学生納付特例 本 人 0円 問
合
せ

国
保
ね
ん
き
ん
課
（
本
庁
仮
設
庁
舎
西
棟
１
階
） 

☎
33
４
１
０
５
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　第
１
期
か
ら
３
期
ま
で
（
４
月
か
ら
６
月
ま
で
）

の
国
保
税
は
、
平
成
28
年
度
の
国
保
税
を
基
礎
に
、

仮
算
定
し
て
い
ま
し
た
。
平
成
29
年
度
の
課
税
所
得

（
平
成
28
年
中
の
所
得
）
が
確
定
し
た
た
め
、
国
保

税
の
年
税
額
を
本
算
定
し
ま
し
た
。

　第
４
期
（
７
月
）
以
降
は
、
本
算
定
し
た
年
税
額

か
ら
、
課
税
さ
れ
た
額
（
第
１
期
か
ら
３
期
ま
で
）

を
差
し
引
き
、
残
り
の
金
額
を
９
カ
月
間
で
調
整
し

た
額
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　本
算
定
の
納
付
書
を
７
月
中
旬
に
、
世
帯
主
宛
に

送
付
し
ま
す
。
世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
な
い
場
合

で
も
、
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
に
な
り
ま
す
。

■
軽
減
判
定
所
得
の
拡
大

　低
所
得
者
世
帯
に
は
、
均
等
割
と
平
等
割
の
軽
減

が
法
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　国
保
税
の
軽
減
判
定
所
得
の
基
準
が
見
直
さ
れ
、

平
成
29
年
度
の
本
算
定
か
ら
、
５
割
軽
減
と
２
割
軽

減
の
対
象
と
な
る
世
帯
の
軽
減
判
定
所
得
が
、
次
の

よ
う
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

■
課
税
限
度
額（
年
間
最
高
額
）は
据
え
置
か
れ
ま
し
た

　国
保
税
額
の
算
出
額
が
課
税
限
度
額
を
超
え
た
場

合
は
、
課
税
限
度
額
が
国
保
税
額
と
な
り
ま
す
。

■
倒
産
や
解
雇
な
ど
で
離
職
し
た
人
は
軽
減
さ
れ
ま
す

　倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
り
離
職
し
た

「
非
自
発
的
失
業
者
」
に
対
す
る
国
保
税
や
高
額
療

養
費
な
ど
の
自
己
負
担
限
度
額
が
軽
減
さ
れ
る
制
度

が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

軽
減
内
容

　離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら
、
そ
の
月
の
属

す
る
年
度
の
翌
年
度
末
ま
で
、
該
当
す
る
人
の
給
与

所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
み
な
し
て
保
険
税
を
決
定

し
ま
す
。
給
与
所
得
以
外
は
軽
減
さ
れ
ま
せ
ん
。

対
象
者

　次
の
３
つ
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
人
が
対
象
に
な

り
ま
す
。

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

・
離
職
日
時
点
で
、
65
歳
未
満

・�

離
職
時
に
交
付
さ
れ
た
「
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
」
の
離
職
理
由
（
数
字
２
桁
）
が
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る

　倒
産
、
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職

�

　離
職
理
由
コ
ー
ド･･･

11
・
12
・
21
・
22
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　31
・
32

　雇
用
期
間
満
了
な
ど
に
よ
る
離
職

　離
職
理
由
コ
ー
ド･･･
23
・
33
・
34

※�

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
加

　入

　職
場
の
健
康
保
険
な
ど
を
喪
失
し
た
後
、
任
意
継

続
ま
た
は
、
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
場

合
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

健
康
保
険
喪
失
日
の
翌
日
か
ら
14
日
以
内
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
必
要
な
も
の

　・
職
場
の
「
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
」
な
ど

　�（
被
扶
養
者
が
い
る
場
合
は
、
被
扶
養
者
名
と
資

格
喪
失
年
月
日
が
明
記
し
て
あ
る
も
の
）

　・
身
分
証
明
書

　・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

　・
認
め
印

■
脱

　退

　職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
と
き
な
ど

は
、
国
民
健
康
保
険
の
脱
退
手
続
き
が
必
要
で
す
。

脱
退
手
続
き
を
す
る
ま
で
は
、
国
民
健
康
保
険
税
が

課
税
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
早
め
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
必
要
な
も
の

　・�

職
場
の
「
健
康
保
険
証
」
ま
た
は
「
健
康
保
険

資
格
取
得
証
明
書
」

　・
現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

　（
保
険
証
）

　・
身
分
証
明
書

　・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

　・
認
め
印

※�

事
業
所
や
会
社
な
ど
は
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退

手
続
き
は
行
い
ま
せ
ん
。

　本
市
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
㈪
で
す
（
一
部
の
人
を

除
く
）。
８
月
１
日
㈫
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
保
険

証
は
、
ピ
ン
ク
色
で
、
７
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　現
在
使
用
中
の
保
険
証
は
、
８
月
１
日
㈫
以
降
に

本
庁
仮
設
庁
舎
、各
支
所
、出
張
所
に
返
却
す
る
か
、

個
人
で
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。
個
人
で
廃
棄
す
る
場

合
は
、
は
さ
み
で
切
る
な
ど
し
て
、
個
人
情
報
の
漏

え
い
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　ま
た
、
保
険
証
は
１
年
間
使
用
す
る
も
の
で
す
の

で
、
紛
失
や
破
損
な
ど
が
な
い
よ
う
、
大
切
に
使
い

ま
し
ょ
う
。

問
合
せ

　国
保
ね
ん
き
ん
課
（
本
庁
仮
設
庁
舎
西
棟
１
階
） 

　

☎
33
４
１
１
３

国
民
健
康
保
険

８
月
に
保
険
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

納
付
書
が
７
月
中
旬
に
届
き
ま
す

保
険
税
の
軽
減
が
あ
り
ま
す

加
入
・
脱
退
の
手
続
き

７割軽減
の世帯

前年の総所得金額等≦ 33万円

５割軽減
の世帯

前年の総所得金額等≦ 33万円
＋加入者数× 27万円

２割軽減
の世帯

前年の総所得金額等≦ 33万円
＋加入者数× 49万円

※�前年の総所得金額等は、「世帯主」・「国保加入者」・
「国保から後期高齢者医療制度へ移行した人」の前
年の総所得金額等合算

均等割と平等割が軽減される世帯

医
療
保
険
分

54
万
円

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

19
万
円

介
護
納
付
金
分

16
万
円

合

　計

89
万
円
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　８
月
１
日
㈫
以
降
も
、
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療

で
認
定
証
を
必
要
と
す
る
人
は
、
更
新
の
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。
更
新
期
間
は
７
月
３
日
㈪
か
ら
８

月
31
日
㈭
ま
で
で
す
。

　手
続
き
後
、
窓
口
で
即
日
交
付
し
ま
す
が
、
国
保

税
の
納
付
確
認
が
で
き
な
い
場
合
や
、
転
入
者
で
課

税
状
況
が
不
明
な
ど
の
場
合
は
、
８
月
中
旬
以
降
の

　病
気
や
失
業
な
ど
の
経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
所
得
に
応
じ
て

保
険
料
の
全
額
も
し
く
は
一
部
が
免
除
に
な
る
、
保

険
料
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
に
該

当
す
る
と
、
承
認
さ
れ
た
期
間
（
一
部
免
除
は
残
り

の
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
）
は
、
老
後
に
受
け
取

る
老
齢
年
金
の
受
給
資
格
期
間
の
判
定
、
障
害
年
金

や
遺
族
年
金
な
ど
の
納
付
要
件
を
判
定
す
る
際
に
、

納
付
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

　保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
老
齢
年

金
は
も
ち
ろ
ん
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
受
け
ら

れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
納
付
が
困
難
だ
と

思
わ
れ
る
人
は
、
国
保
ね
ん
き
ん
課
ま
で
相
談
く
だ

さ
い
。

　な
お
、
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、
老
齢
年
金
の
額
を

計
算
す
る
際
に
、
全
額
納
め
た
と
き
に
比
べ
て
減
額

さ
れ
ま
す
が
、
追
納
制
度
を
利
用
す
る
と
、
満
額
の

年
金
額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。追
納
と
は
、

免
除
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
を
10
年
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　熊本地震の被災により保険料の納付が困難であると
きには、災害による特例免除を受けられる場合があり
ます。
 詳しくは八代年金事務所☎３５- ６１４３まで問い
合わせください。

郵
送
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

更
新
の
条
件

①�

�70
歳
未
満
の
人
で
、
８
月
１
日
現
在
で
国
保
税
の

未
納
が
な
い
世
帯
の
人
（
納
付
期
限
が
７
月
31
日

㈪
ま
で
の
国
保
税
）

　・�

納
付
書
で
窓
口
納
付
の
世
帯
の
人
は
、
７
月
中

旬
に
納
付
書
が
届
き
ま
す
の
で
、
７
月
納
期
分

を
納
め
て
か
ら
、
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　・�

口
座
振
替
の
世
帯
の
人
は
、
こ
れ
ま
で
の
納
付

状
況
に
よ
っ
て
、
後
日
送
付
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　・�

70
歳
未
満
の
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
国
保
税

の
滞
納
が
あ
る
世
帯
の
人
に
は
、「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
が
、
入
院
中

の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
る
「
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
は
交
付
で
き
ま
す
。

②
70
歳
～
74
歳
の
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

※�

平
成
28
年
分
の
市
民
税
未
申
告
の
人
は
、
上
位
所
得
世
帯

の
限
度
額
適
用
区
分
で
交
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
事
前
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
、
入
院
ま
た
は
高
額
な

外
来
診
療
を
受
け
る
場
合
に
は
、「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
の
交
付
を
受
け
医
療
機
関
な
ど
に
提
示
す
る

と
、
窓
口
で
の
支
払
い
が
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担

限
度
額
以
内
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
国
保
税
の
滞

納
が
あ
る
場
合
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。（
※
特
別
な

事
情
が
あ
る
場
合
は
、
相
談
く
だ
さ
い
。）

　ま
た
、
70
歳
か
ら
74
歳
の
人
に
限
っ
て
は
、
市
民

税
非
課
税
世
帯
の
人
が
交
付
対
象
に
な
り
ま
す
。

　70
歳
未
満
の
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
国
保
税
の

滞
納
が
あ
る
世
帯
の
人
に
は
、「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
が
、
入
院
中
の
食
事
代
が

減
額
さ
れ
る
「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
は
交
付

で
き
ま
す
。

　な
お
、
認
定
証
は
申
請
日
の
前
月
以
前
の
適
用
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
申
請
に
必
要
な
も
の

　・
認
め
印

　・
保
険
証

　・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

　・�

直
近
に
納
め
た
国
保
税
領
収
書
（
口
座
振
替
・

特
別
徴
収
以
外
の
人
）

国  

民 

年 

金

有
効
期
限
が
７
月
31
日
の

　
　
　
　
　
　認
定
証
は
更
新
を

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　
　免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
る
と
き

　本市の国民健康保険に加入され
ている人で、健康相談が必要だと
思われる人を対象に、保健師が健
康相談のために自宅へ訪問します。
医療機関の受診の仕
方や日常生活での健
康管理について相談
ください。

平成 29 年度の国民年金保険料…月額 16,490 円
（平成29年７月現在）

※１：�4 分の 3免除、半額免除、4分の１免除については、納付すべき
月額を納めないと未納扱いになります。

※2：�平成 28年 7月分から、対象年齢が 30歳未満から 50歳未満に拡
大されました。

保健師が健康相談に
訪問します

免除の種類 所得判定対象者 納付すべき
月額 ※ 1

全額免除 本人・配偶者・世帯主 0円

4 分の 3免除 本人・配偶者・世帯主 4,120 円

半額免除 本人・配偶者・世帯主 8,250 円

4 分の 1免除 本人・配偶者・世帯主 12,370 円

納付猶予　※ 2 本人・配偶者 0円

学生納付特例 本 人 0円 問
合
せ

国
保
ね
ん
き
ん
課
（
本
庁
仮
設
庁
舎
西
棟
１
階
） 
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　第
１
期
か
ら
３
期
ま
で
（
４
月
か
ら
６
月
ま
で
）

の
国
保
税
は
、
平
成
28
年
度
の
国
保
税
を
基
礎
に
、

仮
算
定
し
て
い
ま
し
た
。
平
成
29
年
度
の
課
税
所
得

（
平
成
28
年
中
の
所
得
）
が
確
定
し
た
た
め
、
国
保

税
の
年
税
額
を
本
算
定
し
ま
し
た
。

　第
４
期
（
７
月
）
以
降
は
、
本
算
定
し
た
年
税
額

か
ら
、
課
税
さ
れ
た
額
（
第
１
期
か
ら
３
期
ま
で
）

を
差
し
引
き
、
残
り
の
金
額
を
９
カ
月
間
で
調
整
し

た
額
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　本
算
定
の
納
付
書
を
７
月
中
旬
に
、
世
帯
主
宛
に

送
付
し
ま
す
。
世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
な
い
場
合

で
も
、
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
に
な
り
ま
す
。

■
軽
減
判
定
所
得
の
拡
大

　低
所
得
者
世
帯
に
は
、
均
等
割
と
平
等
割
の
軽
減

が
法
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　国
保
税
の
軽
減
判
定
所
得
の
基
準
が
見
直
さ
れ
、

平
成
29
年
度
の
本
算
定
か
ら
、
５
割
軽
減
と
２
割
軽

減
の
対
象
と
な
る
世
帯
の
軽
減
判
定
所
得
が
、
次
の

よ
う
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

■
課
税
限
度
額（
年
間
最
高
額
）は
据
え
置
か
れ
ま
し
た

　国
保
税
額
の
算
出
額
が
課
税
限
度
額
を
超
え
た
場

合
は
、
課
税
限
度
額
が
国
保
税
額
と
な
り
ま
す
。

■
倒
産
や
解
雇
な
ど
で
離
職
し
た
人
は
軽
減
さ
れ
ま
す

　倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
り
離
職
し
た

「
非
自
発
的
失
業
者
」
に
対
す
る
国
保
税
や
高
額
療

養
費
な
ど
の
自
己
負
担
限
度
額
が
軽
減
さ
れ
る
制
度

が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

軽
減
内
容

　離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら
、
そ
の
月
の
属

す
る
年
度
の
翌
年
度
末
ま
で
、
該
当
す
る
人
の
給
与

所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
み
な
し
て
保
険
税
を
決
定

し
ま
す
。
給
与
所
得
以
外
は
軽
減
さ
れ
ま
せ
ん
。

対
象
者

　次
の
３
つ
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
人
が
対
象
に
な

り
ま
す
。

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

・
離
職
日
時
点
で
、
65
歳
未
満

・�

離
職
時
に
交
付
さ
れ
た
「
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
」
の
離
職
理
由
（
数
字
２
桁
）
が
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る

　倒
産
、
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職

�

　離
職
理
由
コ
ー
ド･･･

11
・
12
・
21
・
22
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　31
・
32

　雇
用
期
間
満
了
な
ど
に
よ
る
離
職

　離
職
理
由
コ
ー
ド･･･

23
・
33
・
34

※�

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
加

　入

　職
場
の
健
康
保
険
な
ど
を
喪
失
し
た
後
、
任
意
継

続
ま
た
は
、
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
場

合
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

健
康
保
険
喪
失
日
の
翌
日
か
ら
14
日
以
内
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
必
要
な
も
の

　・
職
場
の
「
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
」
な
ど

　�（
被
扶
養
者
が
い
る
場
合
は
、
被
扶
養
者
名
と
資

格
喪
失
年
月
日
が
明
記
し
て
あ
る
も
の
）

　・
身
分
証
明
書

　・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

　・
認
め
印

■
脱

　退

　職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
と
き
な
ど

は
、
国
民
健
康
保
険
の
脱
退
手
続
き
が
必
要
で
す
。

脱
退
手
続
き
を
す
る
ま
で
は
、
国
民
健
康
保
険
税
が

課
税
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
早
め
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
必
要
な
も
の

　・�

職
場
の
「
健
康
保
険
証
」
ま
た
は
「
健
康
保
険

資
格
取
得
証
明
書
」

　・
現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

　（
保
険
証
）

　・
身
分
証
明
書

　・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

　・
認
め
印

※�

事
業
所
や
会
社
な
ど
は
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退

手
続
き
は
行
い
ま
せ
ん
。

　本
市
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
㈪
で
す
（
一
部
の
人
を

除
く
）。
８
月
１
日
㈫
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
保
険

証
は
、
ピ
ン
ク
色
で
、
７
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　現
在
使
用
中
の
保
険
証
は
、
８
月
１
日
㈫
以
降
に

本
庁
仮
設
庁
舎
、各
支
所
、出
張
所
に
返
却
す
る
か
、

個
人
で
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。
個
人
で
廃
棄
す
る
場

合
は
、
は
さ
み
で
切
る
な
ど
し
て
、
個
人
情
報
の
漏

え
い
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　ま
た
、
保
険
証
は
１
年
間
使
用
す
る
も
の
で
す
の

で
、
紛
失
や
破
損
な
ど
が
な
い
よ
う
、
大
切
に
使
い

ま
し
ょ
う
。

問
合
せ

　国
保
ね
ん
き
ん
課
（
本
庁
仮
設
庁
舎
西
棟
１
階
） 
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国
民
健
康
保
険

８
月
に
保
険
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

納
付
書
が
７
月
中
旬
に
届
き
ま
す

保
険
税
の
軽
減
が
あ
り
ま
す

加
入
・
脱
退
の
手
続
き

７割軽減
の世帯

前年の総所得金額等≦ 33万円

５割軽減
の世帯

前年の総所得金額等≦ 33万円
＋加入者数× 27万円

２割軽減
の世帯

前年の総所得金額等≦ 33万円
＋加入者数× 49万円

※�前年の総所得金額等は、「世帯主」・「国保加入者」・
「国保から後期高齢者医療制度へ移行した人」の前
年の総所得金額等合算

均等割と平等割が軽減される世帯

医
療
保
険
分

54
万
円

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

19
万
円

介
護
納
付
金
分

16
万
円

合

　計

89
万
円
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